
豊岡市職員
人事・給与

　人事行政の公正性と透明性を高めるため、市の
職員数や給与の状況（記載のない基準日は、平成29
年４月１日）を公表します。詳細は市ホームページ
をご覧ください。　 　《問合せ》職員課☎23−1326

１　職員の任免および職員数

２　職員の給与等

◆採用者数と退職者数

◆給与費（普通会計決算）　　　　　　（平成28年度）

◆部門別職員数　　　　　　　　（各年４月１日現在）

※市長、副市長、教育長、退職派遣職員は除く。 ※公務能率の維持などを目的とした不利益処分

※非違行為に対する職場の秩序を維持・回復な
どを目的とした不利益処分

◆ラスパイレス指数※
　95.5（平成28年４月１日現在・一般行政職）
※国家公務員の給与水準を100としたときの本市

職員の給与水準を示す指数です。
◆一般行政職の初任給（月額）
　大学卒：184,800円　高校卒：150,500円
◆主な職員手当の状況

※給料には、市長などの給料、議員、各種委員
会委員に支給される報酬等を含みません。

※職員手当には、退職手当を含みません｡
※職員数は、平成28年４月１日現在の人数です。

区分 平成28年度 平成29年度

採用者 ４月１日 途中 ４月１日
41人 ２人 36人

退職者 35人 ─

３　職員の勤務時間その他勤務条件

５　職員の研修および勤務成績の評定

9　公平委員会の報告事項　　　  （平成 28 年度）

８　退職管理の状況

４　職員の分限および懲戒処分

６　職員の福利厚生　　　　　　  （平成 28 年度）

◆基本的な勤務時間　毎週月〜金曜日午前８時30
分〜午後５時15分（休憩時間：正午〜午後１時）
◆休暇　年次有給休暇、病気休暇、介護休暇、介護

時間、組合休暇、特別休暇（結婚休暇、妊娠中
のつわり休暇、妊娠中または出産後の通院休
暇、分べん休暇、配偶者出産休暇、男性職員
の育児参加休暇、忌引休暇、夏季休暇、その他）

◆研修　受講者数延べ1,394人（平成28年度）
◆勤務成績の評定　適切な人事管理と職員の人

材育成を目的に勤務評定を実施。勤務評定者
を対象に研修を実施しています。

　勤務条件に関する措置要求、不利益処分に関
する不服申立て共になし。

　退職後の新たな就職先等の届け出義務なし。

◆分限処分　　　　　　　　　　　　（平成28年度）

◆懲戒処分　　　　　　　　　　　　（平成28年度）

種類 降任 免職 休職 降給
処分件数 ０件 ０件 ６件 ０件

種類 戒告 減給 停職 免職
処分件数 １件 ０件 ０件 ０件

７　職員の競争試験および選考　  （平成 28 年度）

職種 受験者数 採用者数
一般事務職Ⅰ 48人 ９人
一般事務職Ⅱ 168人 10人
土木技術職 10人 ４人

保健師 ４人 ２人
保育士・幼稚園教諭 34人 ６人

技能職 12人 ２人
消防職 10人 ３人

部門 平成28年度 平成29年度
一般行政 510人 507人
特別行政 274人 281人

公営企業等会計 92人 91人
合　計 876人 879人

職員数（A） 784人

給与費

給料 2,898,089千円
職員手当 599,550千円

期末・勤勉手当 1,120,241千円
計（B） 4,617,880千円

1人当たり給与費　B／A 5,890千円

◆平均給料月額・平均年齢
区分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職（事務・技術） 320,600円 43.8歳

区分 主な内容

扶養
手当

①配偶者　月額10,000円
②満22歳以下の子　月額8,000円
※満16歳〜満22歳の子１人につき5,000円加算
※職員に配偶者がない場合は、その内１人は

月額10,000円
③上記以外の扶養親族　月額6,500円
※職員に配偶者および扶養親族たる子がない

場合は、その内１人は月額9,000円
住居
手当

自ら居住する住宅の家賃を支払う者
月額27,000円まで

通勤
手当

通勤距離２km以上の者
①交通機関の利用者　月額55,000円まで
②交通用具の利用者　月額2,000円〜32,000円

区分 内　　容

健康管理
定期健康診断、成人病検診などの健康診
断・検査。破傷風、Ｂ型肝炎の予防接種。
メンタルヘルス研修・カウンセリング

共済制度 兵庫県市町村職員共済組合または公立学
校共済組合による実施

互助会制度 兵庫県市町職員互助会または兵庫県学校
厚生会による実施
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